
 

 

お茶と宇治のまち歴史公園の取組状況について 

 

  お茶と宇治のまち歴史公園につきましては、本年 3 月 30 日に「お茶と宇治のまち歴

史公園条例」及び「お茶と宇治のまち歴史公園の管理に係る指定管理者を指定するに

ついて」の議案が可決されましたことから、お茶と宇治のまち歴史公園に関する現在

の取組みについてご報告いたします。 

 

１．お茶と宇治のまち歴史公園条例施行規則（案）の概要について  

 （１）施行規則を制定する根拠 

条例第 16条の規定に基づき、お茶と宇治のまち歴史公園の管理及び運営につ

いて必要な事項を定めます。 

 

 

 

 

（２）施行規則（案）で規定する主な内容 

   ・行為の許可の申請及び許可に関すること 

・使用に関すること 

・使用料に関すること 

・指定管理者による管理に関すること 

 

 （３）その他 

    ①「休園日・使用時間」 

      「歴史公園の休園日、使用時間その他その使用について必要な事項は、市

長が定めて公表する。」と規定する予定です。 

    ②「使用料の減免」 

       条例第９条に基づき、「市長は、特に必要があると認めるときは、使用料

を減額し、又は免除することができる。」と定めています。 

       減免の対象者及び基準については、類似施設である「宇治市源氏物語ミ

ュージアム」「宇治市植物公園」と同様の取扱いとする予定です。 

       

       ミュージアムの減免（案） 

対象者 市民 市外者 

障害者等とその介助者 無料 半額 

特定疾患医療受給者とその介助者 無料 半額 

高齢者（70 歳以上）とその介助者 無料 通常料金 

市内居住者が通学する養護学校等 半額 半額 
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＜お茶と宇治のまち歴史公園条例＞ 

第 16 条（委任）この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 



 

２．開園に向けた広報・イベントについて（予定） 

※日程については、調整中です。 

 

３．歴史公園で行う体験プログラム（案）について 

① 宇治のお茶を知る体験 

茶摘み体験・抹茶づくり体験・製茶体験・茶道体験・お茶の淹れ方体験など 

 

② 宇治茶を楽しむ体験 

茶かぶき体験・茶団子づくり体験・抹茶スイーツづくり体験・オリジナル茶筒づく

り体験など 

 

③ その他 

陶芸体験・窯元見学体験・組み紐づくり体験・飴づくり体験など 

 

 

 

 

 

 

 

 内 容 概 要 

① 歴史公園のウェブ配信 歴史公園の紹介をライブ配信（5/23） 【別紙】 

② 京都市営地下鉄による広告 駅構内において調整中 

③ プレイベント・プレオープン 
新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて、実施内容

を決めていきます。 






